
※介護報酬とは、介護保険サービスを行った事業者へ、その対価として支払われる費用のことです。
利用者負担はこのうちの1割、2割、または3割です。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護予防訪問型サービス 自立支援型訪問型サービス

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 夜間対応型訪問介護

ステップアップ通所型サービス 生活リハビリ通所型サービス ハツラツ通所型サービス

介護予防・
日常生活支援総合事業

9月まで 10月から
5,680円
10,138円
16,833円
21,293円
25,752円

5,666円
10,114円
16,793円
21,242円
25,690円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉　介護、看護一体型事業者の場合
◆介護のみを利用

9月まで 10月から
8,287円
12,946円
19,762円
24,361円
29,512円

8,267円
12,915円
19,714円
24,302円
29,441円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

◆介護と看護を利用

9月まで 10月から
1,172円
2,342円

3,715円

1,168円
2,335円

3,704円

週1回程度
週2回程度
週3回程度

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉

《訪問型サービス》

《通所型サービス》

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉
9月まで 10月から

938円
1,874円

2,972円

934円
1,868円

2,963円

週1回程度
週2回程度
週3回程度

9月まで 10月から
535円
601円
670円
734円
802円

534円
599円
668円
732円
800円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1日につき〉

9月まで 10月から
567円
636円
706円
776円
843円

565円
634円
704円
774円
841円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1日につき〉多床室を利用する場合

9月まで 10月から
1,013円／月
379円／回
578円／回

1,009円／月
378円／回
576円／回

基本夜間対応型訪問介護
定期巡回サービス
随時訪問サービス

●利用者負担のめやす［1割の場合］
オペレーションセンターを設置している場合

●利用者負担のめやす
［1割の場合］

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1か月につき〉

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1か月につき〉

9月まで 10月から
400円400円1回利用につき

9月まで 10月から
1,655円
3,393円

1,647円
3,377円

週1回程度
週2回程度

9月まで 10月から
1,324円
2,715円

1,318円
2,702円

週1回程度
週2回程度

  介護職員の処遇改善や消費税率10％への引き上げに伴い、

  令和元年10月以降に利用する介護保険サービスの利用者負担も変更になりました。

介護報酬
（非課税）

支払い
（課税）

　消費税率の引き上げに伴うサービス事業者の負担増を軽減します。
　事業者がサービス対価として利用者や市区町村から受け取る介護報酬には消費税がかかりません（非
課税）。しかし、事業者がサービス提供に必要な物品を購入するときには、物品代に消費税がかかります
（課税）。これでは、消費税率の引き上げによって事業者の負担はこれまでより増えることになりま
す。そこで、今後も事業者が安定してサービスを提供できるよう、介護報酬を引き上げることで事業者
の負担軽減を行います。

　介護職員の処遇改善を行います。介護の経験や技能をもった職員に重点を置きながら、安定した介護
人材の確保を進めていきます。

令和元年10月から 介護保険か
らの

お知らせで
す

どうして利用者負担が変わるのですか？

1 介護職員の人材確保のため

2 消費税率引き上げに伴う事業者負担軽減のため

安定した
サービス提供

物品を購入1割

消費税率引き上げ分の負担軽減介護報酬の引き上げ

事業者

介護保険

購入先利用者

今後も安定した介護保険サービスが提供できるように
介護報酬を引き上げたためです。
引き上げの理由は次の　　です。

利用者負担

所得により
2割または3割( )

9割 所得により
8割または7割( )

要支援1.2の方及び総合事業対象者の方が利用できるサービスです

※要支援2の利用者もしくは
総合事業対象者のみ

※要支援2の利用者もしくは
総合事業対象者のみ

（市区町村）

利用者負担が変わりました
サービスの介護保険
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介護保険で利用できるサービス
介護サービス（居宅サービス）
訪問介護（ホームヘルプ）

居宅療養管理指導

訪問看護

訪問入浴介護（1回） 訪問リハビリテーション（1回）

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護（ショートステイ）

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

特定施設入居者生活介護

※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

9月まで 10月から
648円
765円
887円
1,008円
1,130円

645円
761円
883円
1,003円
1,124円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］通常規模事業者の場合（7時間以上8時間未満の場合）

要介護状態区分 9月まで 10月から
50,320円
50,320円
105,310円
167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

50,030円
50,030円
104,730円
166,920円
196,160円
269,310円
308,060円
360,650円

事業対象者
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●支給限度額［1か月につき］

9月まで 10月から
716円
853円
993円
1,157円
1,317円

712円
849円
988円
1,151円
1,310円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］通常規模事業者の場合（7時間以上8時間未満の場合）

9月まで 10月から
586円
654円
724円
792円
859円

584円
652円
722円
790円
856円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］介護老人福祉施設　併設型・多床室の場合（1日につき）

9月まで 10月から
829円
877円
938円
989円
1,042円

826円
874円
935円
986円
1,039円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］介護老人保健施設　多床室の場合（1日につき）

9月まで 10月から
536円
602円
671円
735円
804円

534円
599円
668円
732円
800円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］（1日につき）

　おもな在宅サービス（施設サービス等は除く）では、1か月に介護保険で利用できる上限額（支給
限度額）が決められていて、それを超えて利用した分は利用者が全額負担します。しかし、介護報酬
が引き上げられたため、今までと同じサービスを利用しても上限を超えてしまう場合があることから、
利用者の負担が増えないように、支給限度額も引き上げられました。

利用者負担が変わりました！

要介護1～5の人が利用できるサービスです

●利用者負担のめやす［1割の場合］

身体介護中心（20分以上30分未満の場合）  
生活援助中心（20分以上45分未満の場合） 

248円
181円

249円
182円

9月まで 10月から

訪問看護ステーションからの訪問の場合（30分未満の場合)
病院または診療所からの訪問の場合（30分未満の場合)

467円
396円

469円
397円

9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

医師・歯科医師の指導の場合（月2回まで） 507円 509円
9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

●利用者負担のめやす［1割の場合］

1,250円 1,256円
9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

290円 292円
9月まで 10月から
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介護保険で利用できるサービス
施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護療養型医療施設（療養病床等）

介護医療院

介護老人保健施設（老人保健施設）

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
19,080円
21,090円
23,280円
25,290円
27,300円

16,710円
18,750円
20,850円
22,890円
24,870円

従来型個室
16,710円
18,750円
20,850円
22,890円
24,870円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈30日の場合〉
9月まで

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
19,140円
21,150円
23,340円
25,380円
27,390円

16,770円
18,810円
20,910円
22,950円
24,960円

従来型個室
16,770円
18,810円
20,910円
22,950円
24,960円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

10月から

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
23,010円
26,100円
32,790円
35,640円
38,190円

22,350円
25,440円
32,130円
34,980円
37,530円

従来型個室
19,230円
22,320円
29,010円
31,860円
34,410円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈30日の場合〉
9月まで

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
23,130円
26,250円
32,970円
35,850円
38,400円

22,470円
25,590円
32,310円
35,190円
37,740円

従来型個室
19,350円
22,440円
29,190円
32,040円
34,620円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

10月から

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
24,600円
27,840円
34,830円
37,800円
40,470円

24,090円
27,330円
34,320円
37,290円
39,960円

従来型個室
20,820円
24,060円
31,050円
34,020円
36,690円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈30日の場合〉
9月まで

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
24,750円
27,990円
35,040円
38,010円
40,710円

24,240円
27,480円
34,530円
37,500円
40,200円

従来型個室
20,940円
24,210円
31,230円
34,230円
36,900円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

10月から

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
23,310円
24,660円
26,520円
28,110円
29,640円

23,130円
24,570円
26,400円
27,930円
29,520円

従来型個室
20,940円
22,290円
24,120円
25,680円
27,210円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈30日の場合〉
9月まで

多床室 ユニット型個室　ユニット型個室的多床室
23,430円
24,780円
26,640円
28,230円
29,790円

23,250円
24,690円
26,520円
28,050円
29,670円

従来型個室
21,030円
22,380円
24,240円
25,800円
27,330円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

10月から

要介護1～5の人が利用できるサービスです

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は（　）内の金額になります。

9月まで 10月から
2,006円
1,668円

1,668円（1,171円）
377円（855円）
1,392円

1,970円
1,640円

1,640円（1,150円）
370円（840円）
1,380円

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

従来型個室
多床室

食　費

●居住費等・食費の基準費用額［1日につき］

　施設サービス等を利用するときに支払う居住費等、食費は、基準となる額（基準費用額）が定めら
れていますが、施設の維持管理等にかかる費用に消費税がかかることや、実際に提供されている食費
がすでに基準費用額を上回っていることなどから、基準費用額を引き上げて事業者の負担を軽減し、
安定した施設サービス等を確保します。

施設サービス等の基準費用額が変わりました！

居住費等

④ ⑤



介護保険で利用できるサービス
介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防訪問看護

介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

介護予防特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
（介護予防認知症対応型共同生活介護）

看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）

介護保険で利用できるサービス
地域密着型サービス

要支援1、2の人が利用できるサービスです

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉

9月まで 10月から
12,401円
17,352円
24,392円
27,665円
31,293円

12,341円
17,268円
24,274円
27,531円
31,141円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉
9月まで 10月から

739円
873円
1,012円
1,150円
1,288円

735円
868円
1,006円
1,144円
1,281円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈7時間以上8時間未満の場合〉

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈7時間以上8時間未満の場合〉
9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

全身入浴 845円 849円
9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

1回 290円 292円
9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

医師・歯科医師の指導の場合（月２回まで） 507円 509円
9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

訪問看護ステーションからの訪問の場合（30分未満の場合) 
病院または診療所からの訪問の場合（30分未満の場合)

448円
379円

449円
380円

9月まで 10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

共通的サービス 1,712円
3,615円

1,721円
3,634円

9月まで
要支援1
要支援2

10月から

※選択的サービスの利用者負担のめやすの変更はありません

●利用者負担のめやす［1割の場合］

介護老人福祉施設
併設型・多床室の場合〈1日につき〉

437円
543円

438円
545円

9月まで
要支援1
要支援2

10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

介護老人保健施設
多床室の場合　〈1日につき〉

611円
765円

613円
768円

9月まで
要支援1
要支援2

10月から

●利用者負担のめやす［1割の場合］

9月まで 10月から
3,418円
6,908円
10,364円
15,232円
22,157円
24,454円
26,964円

3,403円
6,877円
10,320円
15,167円
22,062円
24,350円
26,849円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈１日につき〉ユニット数1の場合
9月まで 10月から

757円
761円
797円
820円
837円
854円

755円
759円
795円
818円
835円
852円

要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

併設型 共用型
480円
508円
518円
537円
555円
573円
593円

766円
855円
885円
980円
1,076円
1,172円
1,267円

単独型
852円
952円
985円
1,092円
1,199円
1,307円
1,414円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

併設型 共用型
482円
510円
520円
539円
557円
575円
595円

769円
859円
889円
984円
1,081円
1,177円
1,272円

単独型
856円
956円
989円
1,097円
1,204円
1,312円
1,420円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

9月まで 10月から
181円
310円

180円
309円

要支援1
要支援2

⑥ ⑦



※介護報酬とは、介護保険サービスを行った事業者へ、その対価として支払われる費用のことです。
利用者負担はこのうちの1割、2割、または3割です。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

禁無断転載©東京法規出版
KG012170ーP13 鳥栖地区広域市町村圏組合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護予防訪問型サービス 自立支援型訪問型サービス

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 夜間対応型訪問介護

ステップアップ通所型サービス 生活リハビリ通所型サービス ハツラツ通所型サービス

介護予防・
日常生活支援総合事業

9月まで 10月から
5,680円
10,138円
16,833円
21,293円
25,752円

5,666円
10,114円
16,793円
21,242円
25,690円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉　介護、看護一体型事業者の場合
◆介護のみを利用

9月まで 10月から
8,287円
12,946円
19,762円
24,361円
29,512円

8,267円
12,915円
19,714円
24,302円
29,441円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

◆介護と看護を利用

9月まで 10月から
1,172円
2,342円

3,715円

1,168円
2,335円

3,704円

週1回程度
週2回程度
週3回程度

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉

《訪問型サービス》

《通所型サービス》

●利用者負担のめやす［1割の場合］〈1か月につき〉
9月まで 10月から

938円
1,874円

2,972円

934円
1,868円

2,963円

週1回程度
週2回程度
週3回程度

9月まで 10月から
535円
601円
670円
734円
802円

534円
599円
668円
732円
800円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1日につき〉

9月まで 10月から
567円
636円
706円
776円
843円

565円
634円
704円
774円
841円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1日につき〉多床室を利用する場合

9月まで 10月から
1,013円／月
379円／回
578円／回

1,009円／月
378円／回
576円／回

基本夜間対応型訪問介護
定期巡回サービス
随時訪問サービス

●利用者負担のめやす［1割の場合］
オペレーションセンターを設置している場合

●利用者負担のめやす
［1割の場合］

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1か月につき〉

●利用者負担のめやす［1割の場合］
〈1か月につき〉

9月まで 10月から
400円400円1回利用につき

9月まで 10月から
1,655円
3,393円

1,647円
3,377円

週1回程度
週2回程度

9月まで 10月から
1,324円
2,715円

1,318円
2,702円

週1回程度
週2回程度

  介護職員の処遇改善や消費税率10％への引き上げに伴い、

  令和元年10月以降に利用する介護保険サービスの利用者負担も変更になりました。

介護報酬
（非課税）

支払い
（課税）

　消費税率の引き上げに伴うサービス事業者の負担増を軽減します。
　事業者がサービス対価として利用者や市区町村から受け取る介護報酬には消費税がかかりません（非
課税）。しかし、事業者がサービス提供に必要な物品を購入するときには、物品代に消費税がかかります
（課税）。これでは、消費税率の引き上げによって事業者の負担はこれまでより増えることになりま
す。そこで、今後も事業者が安定してサービスを提供できるよう、介護報酬を引き上げることで事業者
の負担軽減を行います。

　介護職員の処遇改善を行います。介護の経験や技能をもった職員に重点を置きながら、安定した介護
人材の確保を進めていきます。

令和元年10月から 介護保険か
らの

お知らせで
す

どうして利用者負担が変わるのですか？

1 介護職員の人材確保のため

2 消費税率引き上げに伴う事業者負担軽減のため

安定した
サービス提供

物品を購入1割

消費税率引き上げ分の負担軽減介護報酬の引き上げ

事業者

介護保険

購入先利用者

今後も安定した介護保険サービスが提供できるように
介護報酬を引き上げたためです。
引き上げの理由は次の　　です。

利用者負担

所得により
2割または3割( )

9割 所得により
8割または7割( )

要支援1.2の方及び総合事業対象者の方が利用できるサービスです

※要支援2の利用者もしくは
総合事業対象者のみ

※要支援2の利用者もしくは
総合事業対象者のみ

（市区町村）

利用者負担が変わりました
サービスの介護保険

1 2


